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Ⅰ．法第４条に基づく要請の状況

１



○取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請（法第４条）

取引デジタルプラット
フォーム上における
販売業者等による重要事項
の虚偽表示、かつ、
販売業者等による是正が
期待できない場合

取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による
取引デジタルプラットフォームの利用の停止等について要請

販売業者等に対する個別法の執行

（販売業者等による表示の是正）

通信販売取引
（下記以外）

国（消費者庁）の対応

※要請をした場合、その旨を公表することができる

●内閣総理大臣は、重要事項（商品の安全性の判断に資する事項等）に著しく事実に相違等
する表示（※）があり、かつ、販売業者等による表示の是正が期待できない場合（※※）、取引
デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォー
ムの利用の停止を要請することが可能。

（※）重要事項について、著しく事実に相違する表示又は実際のものよりも著しく優良、若しくは有利であると人を誤認させる表示
（※※）例えば、販売業者等に対する個別法の執行が困難な場合が該当。このほか、販売業者の所在地が判明しているものの連絡困難な

海外の場合等も該当。

●要請に係る措置を取引デジタルプラットフォーム提供者がとったことにより販売業者等に
生じた損害に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する。
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○オンラインモール上で、電気用品安全法の基準に適合するものとして「ＰＳＥ」と表示して
販売されている商品（ＡＣアダプター）を確認。
⇒ 実物を確認したところ、特定電気用品としてのＰＳＥマークの表示が付されていなかっ
た。

（※）同法の定める電気用品の技術基準に適合しておらず、販売することができない。

⇒ 当該商品の販売業者は中国国内に所在。
（※）当該商品の広告等は、日本語で表示され、日本円による購入が可能であった。また日本向けの配送手続も確保

されていた。

○当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラット
フォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請（令和７年６月）。

ＰＳＥマークの表示に関する案件

○法第４条に基づく要請を実施した案件①
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○オンラインモール上で、あたかも欧州連合の安全規格に適合しているかのように示す表示を
付して販売されている商品（ベビーキャリアと称する商品）を確認。
⇒ 実物を確認したところ、欧州連合の安全規格のうちベビーキャリアに係る基準に適合
するものではなかった。

⇒ 当該商品の販売業者は中国国内に所在。
（※）当該商品の広告等は、日本語で表示され、日本円による購入が可能であった。また日本向けの配送手続も確保

されていた。

○当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラット
フォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請（令和７年８月）。

ベビーキャリアに係る欧州連合の安全規格の表示に関する案件

○法第４条に基づく要請を実施した案件②
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○AIツールを活用することにより、短期間で、かつ、ほとんど何もしないで高額の「不労所
得」を稼ぐ方法であると表示して取引デジタルプラットフォーム上で販売されていた商品
（いわゆる情報商材）を確認。
⇒ 本件商品の紹介する方法では、短期間で、かつ、ほとんど何もしないで高額の「不労所
得」を稼ぐことはできず、表示は実際のものよりも著しく優良であると誤認させるもの。

○当該商品の販売業者の所在地は不明で、かつ、販売業者・購入者間の連絡手段もない。
（※）「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガ

イドライン」（最終改正令和７年７月18日）を踏まえると、当該商品の出品者は、取引デジタルプラットフォー
ム上で情報商材を複数販売しており、販売業者に該当。

○当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラット
フォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請（令和７年10月）。

情報商材の表示に関する案件

○法第４条に基づく要請を実施した案件③
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Ⅱ．法第10条に基づく申出の状況

６



○申出の状況①（令和６年度の申出件数）

＜令和６年度の申出件数の推移＞

○取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めると
きは、その旨を消費者庁にインターネット等で申し出ることが可能。

※１：令和６年４月の申出件数は211件であるが、同一の直販サイトに係る同一趣旨の申出145件及び同一のオンラインゲームに係る同一趣旨
の申出９件の計154件を含んでいる。当該重複を除き、それぞれを１件として計上した場合の令和６年４月の申出件数は59件／令和６
年度の申出件数の合計は499件である。

※２：令和４年４月は申出の受付開始前（取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行日は令和４年５月１日）であるため、件数を
      記載していない。

期 間 件 数 （令和５年度同月件数） （令和４年度同月件数）

令和６年 ４月１日～ ４月３０日 ２１１件（※１） ４１件 ー（※２）

５月１日～ ５月３１日 ３５件 ３３件 ４２件

６月１日～ ６月３０日 ３９件 ４２件 ５９件

７月１日～ ７月３１日 ５０件 ２２件 ４０件

８月１日～ ８月３１日 ３６件 １５件 ４４件

９月１日～ ９月３０日 ３８件 ２６件 ４６件

１０月１日～１０月３１日 ４４件 ２５件 ５５件

１１月１日～１１月３０日 ３８件 ３１件 ５０件

１２月１日～１２月３１日 ４１件 ２６件 ４７件

令和７年 １月１日～ １月３１日 ５２件 ３３件 ４４件

２月１日～ ２月２８日 ３９件 ４２件 ４２件

３月１日～ ３月３１日 ２８件 ４９件 ３８件

合 計 ６５１件 ３８５件 ５０７件
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○申出の状況②（令和６年度の申出件数）

申出カテゴリー（※１） 件数 （令和５年度件数） （令和４年度件数）

①取引デジタルプラットフォーム
（物販系） １４４件 ９５件 １０４件

②取引デジタルプラットフォーム
（役務提供系） ５５件 ２３件 ２３件

③取引デジタルプラットフォーム
関連の申出（①及び②）合計 １９９件 １１８件 １２７件

④上記以外の申出（直販サイト等） ４５２件（※２） ２６７件 ３８０件

合計 ６５１件 ３８５件 ５０７件

※１：上記の表では、
・商品の販売が行われるオンラインモール、オークション、フリマサイトを「取引デジタルプラットフォーム（物販系）」
・予約サービス、クラウドファンディング、スキルシェア等を「取引デジタルプラットフォーム（役務提供系）」
と分類している（あくまでも上記の表で内訳を整理する際の便宜的な呼称である）。

※２：令和６年度の④の件数（452件）には、同一の直販サイトに係る同一趣旨の申出145件及び同一のオンラインゲームに係る同一趣旨
の申出９件の計154件を含んでいる。当該重複を除きそれぞれを１件として計上した場合の④の件数は300件である。

＜令和６年度の申出件数＞
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○申出の状況③（年代に関する分析）

○30歳代と40歳代の者による申出の合計で過半となっている。さらに、20歳代と50歳代の者に
よる申出を含めると８割以上となっている。

９

年代

令和６年度
合計

 

（重複を除いた場合）

令和６年度
構成比

（重複を除いた場合）

令和６年度
合計

令和６年度
構成比

令和５年度
合計

令和５年度
構成比

19歳以下 7件 1.4% 11件 1.7% 5件 1.3%

20歳～29歳 62件 12.4% 141件 21.7% 52件 13.5%

30歳～39歳 129件 25.9% 186件 28.6% 87件 22.6%

40歳～49歳 140件 28.1% 149件 22.9% 110件 28.6%

50歳～59歳 95件 19.0% 97件 14.9% 63件 16.4%

60歳～69歳 35件 7.0% 35件 5.4% 49件 12.7%

70歳～79歳 7件 1.4% 7件 1.1% 10件 2.6%

80歳以上 3件 0.6% 3件 0.5% - -

未回答 21件 4.2% 22件 3.4% 9件 2.3%

総計 499件 100.0% 651件 100.0% 385件 100.0%

＜年代に関する分析＞



○申出の状況④（性別に関する分析）

○男性による申出が過半、特に30歳代と40歳代の男性による申出が多いと推定される。

性別

令和６年度
合計

 

（重複を除いた場合）

令和６年度
構成比

（重複を除いた場合）

令和６年度
合計

令和６年度
構成比

令和５年度
合計

令和５年度
構成比

男性 339件 67.9% 353件 54.2% 262件 68.1%

女性 101件 20.2% 229件 35.2% 78件 20.3%

不明 32件 6.4% 42件 6.5% 31件 8.1%

事業者等 27件 5.4% 27件 4.1% 14件 3.6%

総計 499件 100.0% 651件 100.0% 385件 100.0%

19歳以下 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 未回答

男性 2件 30件 91件 93件 72件 32件 6件 1件 12件

女性 5件 25件 18件 27件 18件 2件 0件 0件 6件

不明・事業者等 0件 7件 20件 20件 5件 1件 1件 2件 3件

0件

20件

40件

60件

80件

100件

120件

140件

160件
令和６年度合計（重複を除いた場合）における年代別・性別の内訳

＜性別に関する分析（推定値）＞
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○申出の状況⑤（申出を知った経緯に関する分析）

※１：「インターネット検索」「家族・知人からの紹介」は、令和５年12月に新たに追加した項目である。
※２：「不明」は、郵送等によりなされた申出であり、経緯等の記載がないものが該当する。

○申出を知った経緯は「インターネット検索」が約半数となっている。他方で「消費生活相談
員からの紹介」は減少している。

11

申出を知った経緯

令和６年度
合計

 

（重複を除いた場合）

令和６年度
構成比

（重複を除いた場合）

令和６年度
合計

令和６年度
構成比

令和５年度
合計

令和５年度
構成比

消費者庁からの情報
（ウェブサイト、SNS等）

148件 29.7% 160件 24.6% 165件 42.9%

政府広報の動画・記事
（政府広報オンライン）

5件 1.0% 5件 0.8% 6件 1.6%

インターネット検索 234件 46.9% 330件 50.7% 68件 17.7%

家族・知人からの紹介 24件 4.8% 46件 7.1% 5件 1.3%

消費生活相談員からの紹介 19件 3.8% 19件 2.9% 23件 6.0%

その他 66件 13.2% 87件 13.4% 109件 28.3%

不明 3件 0.6% 4件 0.6% 9件 2.3%

総計 499件 100.0% 651件 100.0% 385件 100.0%

＜申出を知った経緯に関する分析＞



○申出の状況⑥（申出の内容）

12

○取引デジタルプラットフォーム関連の申出（199件）のうち、消費者による申出は173件、販
売業者等による申出は26件となっている。

○消費者による申出（173件）を内容別に分類すると
①販売業者等とのやり取りや手続ができなくなった：７件
②購入した商品とは別の商品（偽物・不良品を含む）が届いた：34件
③購入した商品が届かなかった、またはサービスを受けられなかった：27件
④料金（価格・送料・手数料等）に問題がある：７件
⑤購入した商品や提供を受けたサービスによる事故（発火等）や損害が発生した：６件
⑥注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった：48件
⑦その他：44件

となっている。

消費者による申出

173件(86.9%)

販売業者等による申出

26件(13.1%)

＜取引デジタルプラットフォーム関連の申出（199件）＞

7件(4.0%)

34件(19.7%)

27件(15.6%)

7件(4.0%)

6件(3.5%)

48件(27.7%)

44件(25.4%)

①販売業者等とのやり取りや手続ができなく

なった 7件(4.0%)

②購入した商品とは別の商品（偽物・不良品を

含む）が届いた 34件(19.7%)

③購入した商品が届かなかった、またはサービ

スを受けられなかった 27件(15.6%)

④料金（価格・送料・手数料等）に問題がある

7件(4.0%)

⑤購入した商品や提供を受けたサービスによる

事故（発火等）や損害が発生した 6件(3.5%)

⑥注文のキャンセル・返品・交換に対応してく

れなかった 48件(27.7%)

⑦その他 44件(25.4%)

＜消費者による申出（173件）の内容＞



○申出の状況⑦（申出の内容）

○申出の内容別の②購入した商品とは別の商品（偽物・不良品を含む）が届いた：34件
⇒ 販売業者等から購入した商品等そのものに関する申出（コピー商品である、部品が欠損し

ているなど）は19件
⇒ 販売業者等により示された商品情報に関する申出（広告に記載された内容と異なる、広告
のQRコードが使用できないなど）は14件

★申出の例（概要）
      ・フリマアプリで安い金額でライブのDVDを購入したが、映像が乱れるので確認したら海賊版であった。

・「半自動で月●万円を実現、ピンハネビジネスの手順」という趣旨の広告を見て（情報商材を）購入したが、告知
のように金銭を稼げるノウハウではなかった。このような商品の販売を継続して行っていることは問題ではないか。

○申出の内容別の③購入した商品が届かなかった、またはサービスを受けられなかった：27件
⇒ 販売業者等の債務の履行に関する申出（支払をしたにもかかわらず商品が届かないなど）

は16件
⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による解約等に関する申出（不正アクセスの可能性
を理由として解約されたなど）は９件

⇒ 運送会社の配送に関する申出（対応に関する苦情があるなど）は２件

★申出の例（概要）
      ・特商法上の記載事項に「５営業日以内に配送」とあるが、モール上で複数回連絡を試みるも一切回答なし。モール

の運営会社からは取引のキャンセル処理を実施するという連絡があり、返金を待つことになった。
・掃除機を購入したが、翌日にモールの運営会社に不正や不備の可能性があるとして注文がキャンセルされた。運営
会社からのメールには「お客様とショップの安心・安全な環境のために特定条件での利用は制限をする」とある。

・（モールで商品を購入したが）配送会社による配送物の紛失、その後の悪質な対応と放置について苦情を伝える。
Webフォームから運送会社に紛失届を出したが、対応がない。
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○申出の状況⑧（申出の内容）

○申出の内容別の⑥注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった：48件
⇒ 販売業者等による拒否等に関する申出（キャンセルに応じない、対応が遅いなど）は35件
⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による拒否等に関する申出（返金手続を進めてくれ
ないなど）は11件

★申出の例（概要）
      ・揚げ物用の電気フライヤーを購入したが、「注文確認中」となっており、キャンセルの連絡をしたところ、翌日に

Webの反映が遅く申し訳ない、しばらくお待ちくださいと連絡があった。配送前ならキャンセルに応じるべきだ。
・商品を購入したところ、配送中の紛失ということで返金扱いとなったが、プラットフォーム側で返金には本人確認
が必要という理由を付けて返金してくれない。支払時には不要な本人確認が返金時には必要な理由が分からない。

14



○申出の状況⑨（申出がされた事案の発生のきっかけ）

○消費者による申出（173件）のうち、申出がされた事案の発生のきっかけは、
・取引の開始前に発生したものは65件
⇒ 販売業者等による広告がきっかけと見られるものは52件
⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による広告がきっかけと見られるものは６件
⇒ その他（システム、利用規約等）がきっかけと見られるものは７件（SNS・外部サイト
の広告がきっかけと見られるものは０件）

・取引の過程で発生したものは93件
⇒ きっかけと見られる過程は決済が10件、履行が57件、配送が10件、解約が16件

・その他（取引の終了後に発生等）は15件
となっている（なお、申出の内容等から推定される範囲の分析である）。

取引の開始前に発生

65件(37.6%)

取引の過程で発生

93件(53.8%)

取引の終了後に発生

7件(4.0%)

その他

8件(4.6%)
決済

10件(10.8%)

履行

57件(61.3%)

配送

10件(10.8%)

解約

16件(17.2%)

販売業者等による広告

52件(80.0%)

取引DPF提供者に

よる広告

6件(9.2%)

取引DPF提供者が

提供するシステム

5件(7.7%)

取引DPF提供者が

提供する利用規約

2件(3.1%)

15

＜申出がされた事案の発生のきっかけ＞ ＜取引の開始前に発生したもの（65件）＞ ＜取引の過程で発生したもの（93件）＞



○小括①

○申出の内容、原因としても販売業者等によるものが中心となっている。
⇒ 広告段階、履行段階を中心に販売業者等による行為等が申出に繋がる傾向が顕著である。
⇒ 特定商取引法の令和３年改正で新設された最終確認画面における誤認表示等に対する取消
権の活用の一層の促進を図る。

16



○小括②

○取引デジタルプラットフォーム関連の申出については、事案に応じ、
・申出者へのヒアリング
・消費者ホットライン１８８の紹介
・法第４条に基づく要請
を実施している。今後も個別に対応を行い、法の運用強化を図る。 17

○申出を行った者と取引デジタルプラットフォーム提供者の間のコミュニケーションに課題が
あるものも見られる。
⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条
件等の表示の適正を確保するための措置（取引デジタルプラットフォーム消費者保護法第３
条第１項第２号）の一層の充実を図る。
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